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　国や特殊法人などが行う仕事について、苦情や意見・要望がある方は、

行政相談窓口へ相談してください。

　町では、行政相談週間の期間内に「行政相談所」を開設します。年金、保

険、税金、登記、環境衛生、消費者保護、交通安全、道路、窓口サービ

スなどについて、苦情や意見・要望がある方は、気軽に相談してくださ

い。相談は無料で、秘密は守られます。

■行政相談所

●と　き　10月21日（金）　午前10時～正午

●ところ　役場　２階　相談室２

●相談担当者

　行政相談委員　小
こばやし

林　久
ひさえ

枝氏（藤江）

　　　　　　　　中
なかむら

村建
けんしろう

志郎氏（緒川新田）

　※「行政相談委員」とは、総務大臣から委嘱されている民間のボラン

　ティアで、皆さんの身近な相談相手です。

■一日合同行政相談所

　「行政・法律なんでも相談所」

●と　き　10月21日（金）　午前10時～午後３時

●ところ　ナディアパーク　３階　デザインホール（名古屋市）

●問い合わせ

　総務省　中部管区行政評価局

　 ０５２－９７２－７４１５

■その他の相談

　東浦町「心配ごと相談」

　●と　き　毎月第３火曜日　午前10時～午後３時

　　※今月は10月18日

　総務省「くらしの行政・法律相談所」

●と　き　毎日　午前10時～午後６時　※祝日・年末年始を除く。

●ところ　名古屋総合行政相談所

　 名古屋市中区錦３-23-31　栄町ビル　９階

●問い合わせ

　名古屋総合行政相談所　 ０５２－９６１－４５２２

　「行政苦情110番」

　 ０５７０－０９０１１０

■問い合わせ　住民課　内線１６０

10月17日～23日は
「行政相談週間」介護予防を

目的とした
「健康と
くらしの調査」
にご協力を！

　町と知多北部広域連合では、

高齢者の介護予防施策に役立て

るため、国立長寿医療研究セン

ターとの共同研究事業として、

アンケート調査を行います。調

査票が届きましたら、ご協力を

お願いします。

●調査期間

　10月24日（月）～11月14日（月）

●目的・内容

要介護者の減少や介護保険料

の抑制を図るため、対象者の

現在の健康状態や社会参加な

どの状況を調査

●対　象

65歳以上で要介護認定を受け

ていない方のうち、おおよそ

４人に１人を無作為抽出

●問い合わせ

　調査の目的や調査項目の

　回答方法などについて

　健康とくらしの調査

　コールセンター

　 ０１２０－９００－６７８

　高齢者介護予防施策

　などについて

　・役場　健康課

　 ８３－９６７７　

　・知多北部広域連合　事業課

　 ０５２－６８９－２２６３


